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山口県公共事業評価委員会設置要綱

（設置）
第１条 山口県（以下「県」という。）が実施する公共事業の効率性と透明性の向上を
図るため、山口県公共事業評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 委員会は、山口県知事（以下「知事」という。）の委嘱に基づき、次に掲げる
事務を所掌する。
( ) 各公共事業所管部局の再評価及び事後評価の実施状況の報告を受けること。１
( ) 県が再評価を実施したすべての事業を審議し、知事に意見を述べること。２
(3) 県が事後評価を実施したすべての事業を審議し、知事に意見を述べること。
（組織）
第３条 委員は、公共事業の推進に識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
２ 委員会は、委員１２人以内をもって組織する。
３ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は前任
者の残任期間とする。
４ 委員は、再委嘱することができる。
５ 委員会で、専門の事項を審議させるために必要があるとき、知事は臨時の委員を委
嘱することができる。
６ 臨時の委員の任期は、専門の事項の審議が終了するまでとする。
（委員長）
第４条 委員会に委員長を置く。
２ 委員長は、委員が互選する。
３ 委員長は、会務を総理する。
４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す
る。
（会議）
第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
（県以外の事業者との調整）
第６条 県が実施する公共事業と県以外の事業者（以下「その他事業者」という。）が
実施する公共事業を一連の事業として再評価及び事業評価することが適当と認められ
る場合には、県とその他事業者が協議の上、実施するものとする。
２ 市町等が、市町等が実施する公共事業の再評価及び事後評価に関する審議を要請し
たときは、委員会は、当該事業に関する審議を行い、市町等の長に意見を述べること
ができる。
（庶務）
第７条 委員会の庶務は、土木建築部技術管理課において処理する。
（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委
員に諮って定める。
附 則
１ この要綱は、平成１０年１０月３０日から施行する。
２ 山口県ダム事業評価検討委員会設置要綱は廃止する。
附 則
１ この要綱は、平成１３年８月１日から施行する。
附 則
１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。
附 則
１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
附 則
１ この要綱は、平成２２年８月５日から施行する。


